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図 本指針の構成 



 

第１ 目的 
この指針は、市町村の長が土砂災害に関するハザードマップを作成するに当たって留意

すべき基本的事項を定めることにより、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律」（以下、「土砂災害防止法」という。）第 7 条第 3 項の規定による警

戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を記載した印刷物の配布その

他の必要な措置に資することを目的とする。 

 

第２ 定義 
「土砂災害ハザードマップ」とは、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（以下、

土砂災害警戒区域等という。）並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自

然現象の種類（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り）を表示した図面に、土砂災害防止法第

7条第 3項に規定する事項（①土砂災害に関する情報の伝達方法②急傾斜地の崩壊等のお

それがある場合の避難地に関する事項③その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保

する上で必要な事項）を記載したものをいう。 

 

第３ 本指針の適用範囲 
本指針は、土砂災害警戒区域等をその区域に含む市町村の長が、土砂災害ハザードマッ

プを作成する場合に適用する。なお、土砂災害危険区域図等を活用して作成する場合にお

いても、本指針を参考にする。 

 

第４ 土砂災害ハザードマップの記載項目 
土砂災害ハザードマップには、土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上

で必要な事項を記載する。その際、「共通項目」については必ず記載し、「地域項目」につ

いては地域の実情にあわせて記載する。 

 

第５ 資料収集 
土砂災害ハザードマップ作成に必要となる基図、市町村地域防災計画、土砂災害危険区

域情報などの関連資料を地域の実情に応じて収集する。 

 



 

第６ 地区単位の設定 
土砂災害ハザードマップは、同一避難行動をとるべき地区単位（避難単位）を設定し、

その地区単位を基本として作成する。 

 

第７ 基図の作成 
土砂災害ハザードマップに用いる基図は、ハザードマップの作成単位、使用する地図の

縮尺及び図化範囲等を考慮した上で作成する。 

 

第８ 土砂災害ハザードマップ作成のための支援及び協力 
国及び都道府県は、市町村の長が土砂災害ハザードマップを作成するにあたっては、基

礎調査結果による土砂災害警戒区域等の区域図、自然現象の種類等を基礎資料として提供

するほか、警戒避難に関する技術的支援を積極的に行う。 

 

第９ 共通項目の記載 
共通項目とは、土砂災害防止法第 7条第 3項に基づき円滑な警戒避難を確保する上で必

要不可欠な最小限の記載する項目をいい、全ての土砂災害ハザードマップに記載する。 

(1)土砂災害警戒区域等並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然現象

の種類 

土砂災害警戒区域等並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然

現象の種類（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り）を記載する。 

(2)土砂災害に関する情報の伝達方法 

市町村地域防災計画に定められた、土砂災害に関する情報の伝達手段及び伝達経路

を記載する。 

(3)急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項 

市町村地域防災計画に定められた、同一の避難行動をとるべき地区単位（避難単位）

ごとの避難場所の位置、名称、所在地、連絡先等を記載する。 

 

第１０ 地域項目の記載 
地域項目とは、土砂災害防止法第 7条に基づき円滑な警戒避難を確保する上で必要に応

じて記載する項目で、警戒避難時に活用できる情報や、平常時における住民の土砂災害に

関する意識啓発等に役立つ項目をいう。記載する項目については作成主体である市町村の

長が地域の特性や実情に応じて判断する。 

 



 

第１１ 住民等からの意見の反映 
市町村の長は、土砂災害ハザードマップの作成にあたって、説明会の開催等により、住

民等の意見が反映されるように努める。 

 

第１２ 住民等への周知・普及 
市町村の長は、作成した土砂災害ハザードマップが有効に活用されるよう住民等に対し、

速やかに公表・配布し、その周知・普及を図る。 
 

第１３ 広域的な警戒避難計画 
市町村内に安全な避難場所がない場合等、市町村界（都府県界）を越えて住民の避難を

必要とする場合は、当該市町村の長等は市町村間（都府県間）の十分な事前調整を図った

上で土砂災害ハザードマップ（広域土砂災害ハザードマップ）を作成する。 

 

第１４ 記載内容の更新 
市町村の長は、土砂災害ハザードマップの記載内容に変更があった場合には、土砂災害

ハザードマップの更新を適宜行い、その周知・普及を図る。 
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第 1章 総 説 

１.目的 

第１ 目的 
この指針は、市町村の長が土砂災害に関するハザードマップを作成するに当たって留意

すべき基本的事項を定めることにより、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律」（以下、「土砂災害防止法」という。）第 7 条第 3 項の規定による警

戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を記載した印刷物の配布その

他の必要な措置に資することを目的とする。 

 

【解 説】 

(1)我が国の土砂災害の現状と課題 

我が国は、国土の約 7割を急峻な地形が占め、脆弱な地質で構成されており、集中豪雨

や台風により、急傾斜地の崩壊、土石流又は地滑り（以下、「急傾斜地の崩壊等」という。）

を原因とする土砂災害が全国で発生している。 

これらの要因の一つとして、市街地の拡大に伴い、土砂災害の危険性に対する認識が不

十分なままに、渓流の出口や斜面付近の土地等、潜在的に土砂災害が発生するおそれがあ

る土地の区域に住宅地が立地していることが挙げられる。 

また、近年の土砂災害の犠牲者のうち、高齢者、障害者、乳幼児に代表される災害時要

援護者の割合が高いことが課題である。 
(2)土砂災害防止法の概要 

近年の土砂災害の状況を踏まえ、「土砂災害防止法」は土砂災害から国民の生命及び身

体を保護することを目的とし、土砂災害警戒区域では警戒避難体制の整備を図り、土砂災

害特別警戒区域では特定開発行為に対する許可制、居室を有する建築物の構造規制等の施

策を講じるものとしている。これらの施策を実施するため、定期的に基礎調査を実施し、

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（以下、土砂災害警戒区域等という。）を指

定することとしている。 

(3)土砂災害警戒区域等の内容 

土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場

合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある

と認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害

を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の

区域として政令で定める基準に該当する区域である。 

土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域のうち、

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に建築物に損壊が生じ

住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあ

ると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及

び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域

として政令で定める基準に該当する区域である。 
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の 

イメージ 
（急傾斜地の崩壊） 
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(4)土砂災害防止法上におけるハザードマップの位置付け（土砂災害防止法第 7条第 3項） 

土砂災害防止法第 7条第 3項において、市町村の長は土砂災害に関する情報の伝達方法

等の円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、印刷物の配布そ

の他の必要な措置を講じるよう義務づけている。 

さらに、土砂災害防止法施行規則第 5条において、必要な措置について以下の通り定め

ている。 

○土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域並びにこれらの区域における土砂災害

の発生原因となる自然現象の種類を表示した図面に法第7条第3項に規定する事項を

記載したもの（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録を含む。）を、印刷物の配布その他の適切な方法により、

各世帯に提供すること。 

○前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用そ

の他の適切な方法により、住民がその提供を受けることができる状態に置くこと。 

土砂災害ハザードマップはこれら土砂災害防止法の規定に基づき市町村の長が作成す

るものであり、適切な方法を用いて住民に周知することによって警戒区域における円滑な

警戒避難を確保する。 
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(5)土砂災害ハザードマップの活用 

土砂災害ハザードマップは平常時における土砂災害警戒区域等の周知、防災知識の普及、

土地利用調整等に活用するとともに、警戒避難時には災害時要援護者等への情報伝達、避

難誘導等に活用することが望ましい。 

平常時及び警戒避難時における土砂災害ハザードマップの活用例を表Ⅰ-１に示す。 

表Ⅰ-1 土砂災害ハザードマップの活用例 

時期 行 政 住 民 

平
常
時 

・土砂災害に強い地域づくりの推進 
・災害時要援護者の具体的な避難及び
救護方法の検討 

・防災知識の普及 
・防災意識の高揚 
・自主防災組織の育成 
・防災教育、避難訓練 
・土地利用調整 

・自分の住んでいる地域の土砂災害履歴、土砂災
害の可能性についての理解促進 
・土砂災害に備えて、非常持ち出し品の準備など
被害軽減の工夫 
・土砂災害に関する教育や避難訓練の実施 
・土砂災害警戒区域等における土地利用、建築構
造の参考 
・自主避難時、避難準備情報・避難勧告・避難指
示発令時における適切な避難場所・避難路の確
認 

警
戒
避
難
時 

・情報提供（気象情報・土砂災害警戒
情報など） 

・災害時要援護者への配慮 
・土砂災害が発生した場合の避難場所、
避難路の確認 

・避難情報の伝達 
・避難場所の開設 
・避難誘導 

・非常持ち出し品を携行しての避難 
・自主避難時、避難準備情報・避難勧告・避難指
示発令時における適切な避難場所・避難路の確
認・避難 

２.定義 

第２ 定義 
「土砂災害ハザードマップ」とは、土砂災害警戒区域等並びにこれらの区域における土

砂災害の発生原因となる自然現象の種類（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り）を表示した

図面に、土砂災害防止法第 7条第 3項に規定する事項（①土砂災害に関する情報の伝達方

法②急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項③その他警戒区域にお

ける円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項）を記載したものをいう。 

 

【解 説】 

○土砂災害の発生原因となる自然現象について 

土砂災害の発生原因となる自然現象とは、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りの三現象で

ある。 

○土砂災害に関する情報の伝達方法について 

土砂災害に関する情報の伝達方法とは、行政、住民等が相互に土砂災害に関する情報を

共有するために必要な伝達手段、伝達経路等を指し、以下に示すものが例として挙げられ

る。 

・ホームページでの土砂災害警戒区域等の公開（平常時） 

・防災行政無線、サイレン、広報車、電話、ＦＡＸ等による避難勧告等の周知（警戒避難時） 
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○急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項について 

急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項とは、避難場所に関する

情報（所在地、連絡先等）や、避難路等である。 

○その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項 

その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項とは、上記３項目以

外で警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を指し、以下に示すもの

が例として挙げられる。 
・雨量情報 
・土砂災害警戒情報 
・警戒避難基準雨量（降雨指標値） 
・避難準備情報、避難勧告・避難指示 
・土砂災害危険区域の位置 
・災害時要援護者関連施設の位置及びその施設への土砂災害に関する情報、予警報等の
伝達方法 
・土砂災害の特徴 
・土砂災害の前兆現象  など 

 

３.本指針の適用範囲 

第３ 本指針の適用範囲 
本指針は、土砂災害警戒区域等をその区域に含む市町村の長が、土砂災害ハザードマッ

プを作成する場合に適用する。なお、土砂災害危険区域図等を活用して作成する場合にお

いても、本指針を参考にする。 

 

【解 説】 

土砂災害ハザードマップは、土砂災害防止法の規定に基づき指定された土砂災害警戒区域

等をその区域に含む市町村の長が本指針及び解説を参考に作成する。 

本指針の適用に当たっては、中央防災会議において定めた「避難勧告等の判断・伝達マニ

ュアル作成ガイドライン（平成 17 年 3 月、集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等避

難支援に関する検討会）」、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン（平成 17 年 3 月、集中

豪雨時等における情報伝達及び高齢者等避難支援に関する検討会）」等との整合を図る。 

なお、本指針は、現時点においてとりまとめたものであり、今後の土砂災害警戒区域等の

運用に応じて適切な改訂を行う。 

 

＜本指針の留意事項＞ 

土砂災害警戒区域等の指定がなされていない場合においては、土砂災害危険区域図の活

用等により、本指針を参考として土砂災害ハザードマップを作成する。 

また、市町村の長は、円滑な警戒避難を確保するため土砂災害と同時に発生しうる災害

である洪水、津波、高潮のハザードマップと土砂災害ハザードマップをあわせた総合的な

ハザードマップを作成することが望ましい。 
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第２章 土砂災害ハザードマップの記載項目 

第４ 土砂災害ハザードマップの記載項目 
土砂災害ハザードマップには、土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上

で必要な事項を記載する。その際、「共通項目」については必ず記載し、「地域項目」につ

いては地域の実情にあわせて記載する。 

 

【解 説】 

土砂災害ハザードマップは、住民へ配布・公表し、警戒避難時等に活用されることを前提

としているため、土砂災害ハザードマップの記載項目は、以下の２項目に分類し、限られた

紙面の中で必要な情報を簡潔かつ住民にわかりやすく記載する。 

 
(1)共通項目 
「共通項目」とは、土砂災害防止法第 7条第 3項及び施行規則第 5条に基づき円滑な警戒

避難を確保する上で必要不可欠な最小限の記載項目をいい、全ての土砂災害ハザードマップ

に記載する。 

 

(2)地域項目 
「地域項目」とは、土砂災害防止法第 7条第 3項及び施行規則第 5条に基づき地域の特性

に応じて警戒避難時に活用できる情報や、平常時における住民の土砂災害に関する意識啓発

等に役立つ情報をいい、記載項目については作成主体である市町村の長が判断する。 

 

「共通項目」と「地域項目」の分類及び記載例を表Ⅱ－１に示す。 
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表Ⅱ-1 記載項目の分類及び記載例 

  項 目 
○土砂災害警戒区域等並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
(1)土砂災害警戒区域等；土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 
(2)自然現象の種類；急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り 

○土砂災害に関する情報の伝達方法 
(1)伝達手段 
＜記載例＞ 
平常時（広域）：ホームページ、市町村だより、テレビ、ラジオ 
平常時（地域・個別）：回覧板、電話、FAX、ホームページ、電子メール 
警戒避難時（広域）：テレビ、ラジオ 
警戒避難時（地域・個別）：防災行政無線、サイレン、広報車、電話、FAX、電子メール 

(2)伝達経路※ 
・行政から住民への情報の伝達経路 
・住民から行政への情報の伝達経路 

※伝達される情報についても記載することが望ましい。 

共
通 
項
目 

○急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項 
・避難場所に関する情報 

○土砂災害に関する情報の伝達方法 
・災害時要援護者関連施設への伝達手段及び伝達経路 

○急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項 
・主要な避難路 

地
域 
項
目 

○その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項 
・雨量情報 
・土砂災害警戒情報 
・警戒避難基準雨量（降雨指標値） 
・避難準備情報 
・避難勧告情報 
・避難指示情報 
・避難時危険箇所 
・土砂災害危険区域 
・土砂災害の特徴 
・土砂災害の前兆現象 
・避難が困難な場合の対処方法 
・土砂災害履歴 
・避難時の心得 
・避難時の携行物 
・夜間時の避難の心得 
・広域的な警戒避難計画 
・観光客等を対象に警戒避難を確保する上で必要な情報 
・前兆現象を確認した場合の連絡方法 
・災害時要援護者に対する配慮 
・その他 
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第３章 土砂災害ハザードマップの作成 

土砂災害ハザードマップは、同一の避難行動をとるべき地区単位（避難単位）を基本に

共通項目と地域項目をわかりやすく表示し、住民等の意見を反映しつつ作成することを原

則とする。 

 

図Ⅲ-1 に土砂災害ハザードマップの作成手順を示す。 

 

１．資料収集

２．地区単位の設定

３．基図の作成

5.1　共通項目の記載

5.2　地域項目の記載

①市町村地域防災計画
　・土砂災害警戒区域等
　・土砂災害危険区域等
　・土砂災害に関する情報の伝達方法
　・避難場所、避難路
　・災害時要援護者関連施設
　・避難基準雨量等
  ・浸水想定区域に関する情報
　・その他警戒避難に関する情報

②基図
　・基礎調査時の使用地図
　　 1/2,500の数値地図
　　 （ＤＭ・オルソフォト）
　・都市計画図
　　（1/2,500～1/10,000）
　・その他図面(地形図等）
　　（～1/25,000）

③土砂災害危険区域情報等関連資料

　・土砂災害警戒区域等の
　　　法指定図（公示図書）
　・基礎調査結果（区域調書）
　・土石流危険渓流調査結果
　・急傾斜地崩壊危険箇所調査結果
　・地すべり危険箇所調査結果

同一の避難行動をとるべき
地区単位（避難単位）を設定

・基図の縮尺
　（1/2,500～1/25,000程度）
・大きさ
　（Ａ４～Ａ０等）

  ●円滑な警戒避難を確保する上で必要
    不可欠な最小限の記載項目
　・土砂災害警戒区域等並びにその区域
　　における土砂災害の発生原因となる
　　自然現象の種類
　・土砂災害に関する情報の伝達方法
　・急傾斜地の崩壊等のおそれがある場
　　合の避難地に関する事項
　

　●市町村長の判断による項目
　・主要な避難路
　・避難勧告等に関する事項
　・前兆現象　等

○中央防災会議で定めたガイドラインとの整合
　　「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」
　　「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」

土砂災害ハザードマップ
の完成

６　住民等からの意見の反映

４　土砂災害ハザードマップ作成の
ための支援及び協力

５．共通項目・地域項目の記載

 

図Ⅲ-1 土砂災害ハザードマップの作成手順 
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１．資料収集 

第５ 資料収集 
土砂災害ハザードマップ作成に必要となる基図、市町村地域防災計画、土砂災害危険区

域情報などの関連資料を地域の実情に応じて収集する。 

 

関連する資料の例を表Ⅲ-1 に示す。 

表Ⅲ-1 関連資料一覧 

資料名 資料内容 共通項目 地域項目 
基 図 ・基礎調査使用図面 

   1/2,500 の数値地図 
   （ＤＭ・オルソフォト） 
・都市計画図 
  （1/2,500～1/10,000 程度） 
・その他図面（森林基本図、地形図等） 
  （～1/25,000） 

－ － 

市町村 
地域防災
計画 
 

・土砂災害警戒区域等 
・土砂災害危険区域等 
・土砂災害に関する情報の伝達方法 
・避難場所 
・避難路 
・災害時要援護者関連施設 
・避難基準雨量等 
・浸水想定区域に関する情報 
・その他警戒避難に関する情報 

○ 
 
○ 
○ 
 
 
 

 
○ 
 
 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

土砂災害
危険区域
情報等関
連資料 

・土砂災害警戒区域等の法指定図（公示図書） 
・基礎調査結果（区域調書） 
・土石流危険渓流調査結果 
・急傾斜地崩壊危険箇所調査結果 
・地すべり危険箇所調査結果 

○ 
○ 
 

 
○ 
○ 
○ 
○ 

 

２．地区単位の設定 

第６ 地区単位の設定 
土砂災害ハザードマップは、同一の避難行動をとるべき地区単位（避難単位）を設定し、

その地区単位を基本として作成する。 

 

土砂災害防止法第 7 条第１項では土砂災害警戒区域ごとに避難体制に関する事項を定め

るものとされているが、複数の土砂災害警戒区域等が隣接し、避難場所が共通している場合

などは、避難場所や避難路の安全性等を勘案し、同一の避難行動をとるべき地区単位（避難

単位）*を設定し、その地区単位を基本として土砂災害ハザードマップを作成する。 

同一の避難行動をとるべき地区単位は、自主防災組織や町内会、避難施設の状況、土砂災

害警戒区域等・土砂災害危険区域、河川等の浸水想定区域、避難路等の被害による孤立が懸

念される箇所を勘案して設定する。 

                             
* 集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する検討会：避難勧告等の判断・伝達マニュアル 作成ガイドライン、
p13、2005 年 3月 
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３．基図の作成 

第７ 基図の作成 
土砂災害ハザードマップに用いる基図は、ハザードマップの作成単位、使用する地図の

縮尺及び図化範囲等を考慮した上で作成する。 

 

3.1 基図の縮尺 
土砂災害警戒区域等毎に作成する場合は、1/2,500 程度が基本となる。また、同一の避難

行動をとるべき地区単位が広範囲に及ぶ場合は、必要に応じて縮尺を変更する。 

なお、土砂災害警戒区域等を明確に判別するため、基図の縮尺は 1/25,000 より大縮尺と

する。 

3.2 基図に使用する地図 
基図に使用する地図を選定する際、基礎調査を実施した地区では数値地図（縮尺 1/2,500）

が図化されている場合が多いため、これを基図として用いることが有効である。なお、既存

地形図の作成時期が古く現状と差異がある場合は、基図の修正をする。 

 

 

４．土砂災害ハザードマップ作成のための支援及び協力 

第８ 土砂災害ハザードマップ作成のための支援及び協力 
国及び都道府県は、市町村の長が土砂災害ハザードマップを作成するにあたっては、基

礎調査結果による土砂災害警戒区域等の区域図、自然現象の種類等を基礎資料として提供

するほか、警戒避難に関する技術的支援を積極的に行う。 

 

【解 説】 

都道府県は土砂災害防止法第 4条に基づく基礎調査の実施主体であることから、市町村の

長が土砂災害ハザードマップを作成する場合には、基礎調査結果を基礎資料として提供する。

また、国及び都道府県は、避難基準雨量、過去の災害実態資料を提供するほか、警戒避難に

関する必要な技術的支援を積極的に行う。 
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５．共通項目・地域項目の記載 

5.1 共通項目の記載 

第９ 共通項目の記載 
共通項目とは、土砂災害防止法第 7条第 3項に基づき円滑な警戒避難を確保する上で必

要不可欠な最小限の記載する項目をいい、全ての土砂災害ハザードマップに記載する。 

(1)土砂災害警戒区域等並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然現象

の種類 

土砂災害警戒区域等並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然

現象の種類（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り）を記載する。 

(2)土砂災害に関する情報の伝達方法 

市町村地域防災計画に定められた、土砂災害に関する情報の伝達手段及び伝達経路

を記載する。 

(3)急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項 

市町村地域防災計画に定められた、同一の避難行動をとるべき地区単位（避難単位）

ごとの避難場所の位置、名称、所在地、連絡先等を記載する。 

 

【解 説】 

共通項目とは、土砂災害防止法第 7条第 3項及び施行規則第 5条に基づき円滑な警戒避難

を確保する上で必要不可欠な最小限の記載項目をいい、①土砂災害警戒区域等並びにこれら

の区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類、②土砂災害に関する情報の伝達

方法、③急傾斜地の崩壊等のおそれのある場合の避難地に関する事項に分類し、記載する。 

(1)土砂災害警戒区域等並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の

種類 
法指定図面である土砂災害警戒区域区域図及び土砂災害特別警戒区域区域図を活用

し、土砂災害警戒区域等並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然現

象の種類（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り）を土砂災害ハザードマップに記載する。

なお、土砂災害警戒区域等の指定に至っていない地域においては、既往の土砂災害危険

区域もあわせて記載することが望ましい。 

(2)土砂災害に関する情報の伝達方法 

平常時から住民の防災意識の向上を促すため必要な情報や、警戒避難時の避難行動を促

すため必要な情報等の伝達手段、伝達経路等を記載する。 

なお、伝達する情報内容については市町村の長において判断するものとし、選定した情

報内容に対して、個人情報保護法等を考慮して適切な情報伝達経路、伝達方法を記載する。 

(3)急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項 

避難場所の位置、名称、所在地、連絡先等を記載する。なお、避難場所の選定について

は、その位置・経路の土砂災害等に対する安全評価や建物構造の安全性の確認等について

別途検討を行う。 



 
11

図Ⅲ-2(1) 共通項目のみを記載した事例（基盤図にオルソフォトを用いた場合） 



 
12

図Ⅲ-2(2) 共通項目のみを記載した事例（基盤図に DM を用いた場合） 



 
13

図Ⅲ-2(3) 共通項目のみを記載した事例（基盤図にオルソフォトを用い、(1)より小縮尺の地図を使用した場合） 



 
14 図Ⅲ-2(4) 共通項目のみを記載した事例（基盤図にオルソフォトを用い、(2)より小縮尺の地図を使用した場合） 



 
15

図Ⅲ-2(5) 共通項目のみを記載した事例（情報の伝達方法等） 
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5.2 地域項目の記載 

第１０ 地域項目の記載 
地域項目とは、土砂災害防止法第 7条に基づき円滑な警戒避難を確保する上で必要に応

じて記載する項目で、警戒避難時に活用できる情報や、平常時における住民の土砂災害に

関する意識啓発等に役立つ項目をいう。記載する項目については作成主体である市町村の

長が地域の特性や実情に応じて判断する。 

 

【解 説】 

地域項目とは、共通項目以外で地域の特性に応じて警戒避難時に活用できる情報や平常時

における住民の土砂災害に関する意識啓発等に役立つ項目をいい、①土砂災害に関する情報

の伝達方法、②急傾斜地の崩壊等のおそれのある場合の避難地に関する事項、③その他警戒

区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項に分類し、記載する。なお、記載項

目については、作成主体である市町村の長が土砂災害ハザードマップに掲載するかどうかを

適宜判断した上で整理する。 

【記載項目例】 

①土砂災害に関する情報の伝達方法 

・災害時要援護者関連施設への伝達経路 

②急傾斜地の崩壊等のおそれのある場合の避難地に関する事項 

・主要な避難路 

③その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項 

・雨量情報 
・土砂災害警戒情報 
・警戒避難基準雨量（降雨指標値） 
・避難準備情報、避難勧告、避難指示 

行政（市町村の長）が避難勧告等を発令するまでの流れを掲載することが望ましい。 

・避難時危険箇所 
住民が避難行動を取る際に浸水、津波及び高潮等の危険が及ぶことが想定される箇所を記載する。 

・土砂災害危険区域 
・土砂災害の特徴 
・土砂災害の前兆現象 

自然現象の種類（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り）別に、具体的な前兆現象を記載する。 

・避難が困難な場合の対処方法 
・土砂災害履歴 
・避難時の心得 
・避難時の携行物 
・夜間時の避難の心得 
・広域的な警戒避難計画 
・観光客等を対象に警戒避難を確保する上で必要な情報 
・前兆現象を確認した場合の連絡方法 
・災害時要援護者に対する配慮 
・その他 
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図Ⅲ-3(1) 共通項目及び地域項目を記載した事例（基盤図にオルソフォトを用いた場合） 
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図Ⅲ-3(2) 共通項目及び地域項目を記載した事例（基盤図に DM を用いた場合） 
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図Ⅲ-3(3) 共通項目及び地域項目を記載した事例（基盤図にオルソフォトを用い、(1)より小縮尺の地図を使用した場合） 



 
20 図Ⅲ-3(4) 共通項目及び地域項目を記載した事例（基盤図に DM を用い、(2)より小縮尺の地図を使用した場合） 
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図Ⅲ-3(5) 共通項目及び地域項目を記載した事例（情報の伝達方法等、前兆現象等） 
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６．住民等からの意見の反映 

第１１ 住民等からの意見の反映 
市町村の長は、土砂災害ハザードマップの作成にあたって、説明会の開催等により、住

民等の意見が反映されるように努める。 

 

【解 説】 

土砂災害ハザードマップは、住民が警戒避難時等に活用することを主目的として作成する

ことから、土砂災害ハザードマップ案を説明して示す等して、住民等からの意見聴取などを

行い、地域の実情、土砂災害履歴等、地域特性を最終的なハザードマップに反映させるよう

努める。 

住民等からの意見の主な聴取方法を以下に示す。 

① 住民に対する説明会や縦覧の実施 

② 住民の代表者（自治会長等）への説明会の実施 

③ 地域の実情や防災に詳しい学識経験者への説明 

④ 警察、水防団、消防団等からの意見聴取 

⑤ その他 
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第４章 住民等への周知・普及 

第１２ 住民等への周知・普及 
市町村の長は、作成した土砂災害ハザードマップが有効に活用されるよう住民等に対し、

速やかに公表・配布し、その周知・普及を図る。 
 

【解 説】 

人的被害を防止し、住民等の自主避難を促進するためには、土砂災害ハザードマップを公

表するだけでなく、住民等に対して土砂災害ハザードマップの意義や記載されている情報の

説明を繰り返し周知・普及することが効果的である。 

市町村の長は、作成した土砂災害ハザードマップが避難時に有効に活用されるよう、住民

等に対し以下の手法等により速やかに公表・配布する。 

 

 

【住民等への周知・普及方法（例）】 

① 土砂災害ハザードマップを印刷物として配布するなど適切な方法により、各世帯に提

供する。 

② インターネットの利用等の適切な方法により、住民が土砂災害ハザードマップの提供

を受けることができる状態におく。 

③ 土砂災害ハザードマップを利用した防災訓練（避難訓練等）を実施する。 

④ 学校等において土砂災害ハザードマップを利用した防災教育を実施する。 

⑤ 土砂災害ハザードマップを観光情報と併せて周知し、観光客にも普及させる。 

・観光パンフレットと同時配布 

・市町村観光情報サイトに土砂災害ハザードマップを掲載 

・駅・観光施設等での掲示・配布 

⑥ その他 
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第５章 その他 

１．広域的な警戒避難計画 

第１３ 広域的な警戒避難計画 
市町村内に安全な避難場所がない場合等、市町村界（都府県界）を越えて住民の避難を

必要とする場合は、当該市町村の長等は市町村間（都府県間）の十分な事前調整を図った

上で土砂災害ハザードマップ（広域土砂災害ハザードマップ）を作成する。 

 

【解 説】 

土砂災害警戒区域等が広範囲に及ぶ等、市町村界（都府県界）を越えて住民の避難を必要

とする場合は、 

・市町村（都府県）を越えた避難を踏まえた避難体制の構築 

・市町村（都府県）間での避難情報の共有 

等が必要となる。これらの事項について市町村間（都府県間）において事前調整を行った上

で土砂災害ハザードマップを作成する。 

 

２．記載内容の更新 

第１４ 記載内容の更新 
市町村の長は、土砂災害ハザードマップの記載内容に変更があった場合には、土砂災害

ハザードマップの更新を適宜行い、その周知・普及を図る。 

 

【解 説】 

市町村の長は、土砂災害警戒区域等の指定の変更等があった場合や、避難場所の新設・

変更等地域防災計画が修正された場合などには、土砂災害ハザードマップを適宜更新する

とともに、公表・配布し、その周知・普及を図る。その際、表示方法の工夫などもあわせ

て行う。 
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１．基図に使用する地図について 
土砂災害ハザードマップの基図に使用する地図は、基礎調査で使用する数値地図（DM、オル

ソフォト）を用いることが望ましい。 

基図に使用可能な地形図等及びその特徴について、表 1.1 に示す。 

表 1.1 地形図及びその特徴 

※地図上のある点や線・面からの距離が一定以内の地域を抽出すること。ここでは、既往の危険箇所から一定距離分広めに
地図を作成することをいう。 

 
 
 

【DM とオルソフォトの使用例】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.1 数値地図（DM）使用例       図 1.2 数値地図（オルソフォト）使用例 

 

縮尺 名   称 入手先  特      徴 

数値地図 

（DM） 

都道府県 

砂防主管課 

既往の土砂災害危険箇所の範囲をバッファリング※

して図化範囲としている場合が多い。この場合、図
郭内のバッファリング外の範囲は図化されず、地図
が空白となる(図１参照)。そのため、避難場所周辺
の地図がないケース等が発生する。 

数値地図 

（オルソフォト） 

都道府県 

砂防主管課 

図郭内で空白部分が発生することはない。 
撮影時期の違い等により図郭によって色合い等が
異なる場合がある。 

1/2,500 

都市計画図 市町村 ・都市計画区域およびその周辺のみで作成されてい
る場合が多い。その場合、山間部の土砂災害危険箇
所周辺では地図が作成されていない場合がある。 
・1/10,000 で縮小編纂されている場合がある。 

地形図 国土地理院 全国整備されており、等高線は 10ｍ間隔 
1/25,000 

数値地図 国土地理院 1/25,000 地形図をデジタル化した TIFF 形式データ 

(図化範囲外) 

(図化範囲外) 

(図化 
 範囲外)

DMのない箇所に避難場所
が位置する場合がある 
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２．共通項目の記載 
2.1 土砂災害警戒区域等並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
(1)土砂災害警戒区域等の記載 

土砂災害警戒区域等は、使用する基図上で視認しやすい書式（中抜き、ハッチング、塗

りつぶし等）を適宜選択し、必要に応じて箇所番号、箇所名等を地図上で表示したり一覧

表で整理して記載することが望ましい。 

 

(2)自然現象の種類の記載 

土砂災害の発生原因となる自然現象の種類ごとに凡例を区別して記載する方法（図 2.1

参照）や、凡例を統一して自然現象の種類を地図上での表示や一覧表で整理して記載する

方法（図 2.2、表 2.1 参照）等がある。 

 

 

【土砂災害警戒区域等並びにこれらの区域における自然現象の種類の記載例】 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

表 2.1 土砂災害警戒区域ごとの箇所番号・箇所名 一覧表 

 

箇所番号 箇所名 自然現象の種類 

○○－○○ ○○地区 急傾斜地の崩壊 

△△－△△ △△沢 土石流 

□□－□□ □□地区 地滑り 

 
 

図 2.1 凡例記載例(1) 
（自然現象毎に凡例を設定した場合） 

図 2.2 凡例記載例(2) 
（凡例を統一した場合） 

記号

急傾斜地の崩壊

土石流

地滑り

項        目

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域

項目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

 箇所番号　○○○-○○
 箇所名　○○○○
 急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り
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図 2.3 オルソフォトを基図として土砂災害警戒区域等を記載した例 

 
 

 
図 2.4 DM を基図として土砂災害警戒区域等を記載した例 

※上図は 1:2,500 縮尺の図面を縮小して表示している。 
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2.2 土砂災害に関する情報の伝達方法 

土砂災害に関する伝達すべき情報、伝達手段および伝達経路等について、住民等にわかりや

すく記載することが望ましい。 

 

【記載例１】 

＜イラスト等を用いて、情報内容及び伝達経路を「あなたの家」を中心に簡単に表現し、

住民が理解しやすい様にしたもの＞ 

 
図 2.5 情報伝達経路及び情報内容例（案１） 

【記載例２】 

＜伝達経路等をフロー化して表現したもの＞ 

マスコミ
テレビ、ラジオ(気象情報等)

住
民
の
み
な
さ
ん

市
町
村

電話、インターネット（雨量情報等）

電話、戸別訪問
（避難勧告、避難指示等）

警察署
交番・駐在所

区長・班長
自主防災組織

消防署
消防団

防災行政無線、広報車

（避難勧告、避難指示等）

電話、口頭
（前兆現象、災害情報等）

 

図 2.6 情報伝達経路及び情報内容例（案 2） 
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【参考資料：土砂災害警戒情報の伝達と提供】 
土砂災害に関する基準情報（砂防部局）と注意報・警報（気象庁）の連携による土砂災
害警戒情報の伝達経路を以下に示す。 

 

土砂災害に関する 
基準情報 

連携・協力による新たな 

土砂災害警戒情報の提供

気象注意報・警報 

適切な情報提供を 
するためルール作成 

行政サービスとして提供 

法に基づき伝達

都道府県砂防部局 
(土木部) 

都道府県 
(消防防災部局）

地方気象台等

市町村

Ｂ
地
区
住
民 

Ｃ
地
区
住
民 

Ａ
地
区
住
民 

避 
 

 

難 

早
期
避
難
の
実
現
（
拡
大
） 

テレビ・ラジオ 

砂防部と気象庁との連携・協力で新たに提供される情報の流れ

※ 今回の連携・協力により新たに行うことを赤で示している。

 

図 2.7 土砂災害警戒情報の伝達と提供 
＜出典＞「都道府県と気象庁が協同して土砂災害警戒情報を作成・発表するための手引き（平成 17年 6月）」 

（国土交通省河川局砂防部、気象庁予報部） 

 
【参考資料：河川部局の情報の伝達経路】 

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

図 2.8 河川部局における情報内容と伝達経路の例 
＜出典＞「自然災害の危機管理」（ぎょうせい） 

を一部加筆 

 

地方気象台

国土交通省
事務所

住
民

マスコミ

河川情報センター

都
道
府
県
河
川
課

土
木
事
務
所

市
町
村

水
防
管
理
者

（

（

観測所

水
防
団
・
消
防
団

テレビ、ラジオ（気象情報、洪水予報、水防警報、災害情報等）

避難勧告等

出
動
命
令

気象情報等

洪水予報

水防警報

洪水予報

水防警報

洪水予報

水防警報

雨量、水位、
水防警報

雨量、水位、
レーダー雨量、
洪水予報、
水防警報

雨量、水位、レーダー雨量、洪水予報、水防警報
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2.3 急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項（避難場所に関する情報） 
使用する基図上で視認しやすい書式（中抜き、ハッチング、塗りつぶし等）を適宜選択

して避難場所を記載することが望ましい。 

避難場所の所在地・連絡先等は、前節の情報伝達の図（図-2.5 参照）や表で記載した

り、下記に示す一覧表等で記載することが望ましい。 
 
【避難場所の設定例】 

 

図 2.9 避難場所の記載 

 

表 2.2 避難場所一覧 

 
 

 

 

【避難場所が警戒区域の近傍にない場合の記載方法】 

避難場所が警戒区域の近傍にない場合は、位置図等を活用した記載方法等による対応等

を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.10 避難場所が警戒区域の近傍にない場合の記載例 

避難場所の名称 所在地 連絡先 

○○小学校 ○○市○○町大字○○－○－○ ○○○－○○○○ 
   

○○中学校 
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３．地域項目の記載 
3.1 土砂災害に関する情報の伝達方法 

○災害時要援護者関連施設への情報の伝達方法の記載 

災害時要援護者関連施設への情報の伝達経路・伝達する情報（予警報、避難準備情報など）

を記載するほか、災害時要援護者関連施設の施設名、所在地、連絡先等を記載することが望

ましい。 

 

 
【災害時援護者関連施設への情報の伝達方法の記載例】 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 3.1 災害時要援護者関連施設への情報伝達例 

○○市
（災害対策本部・水防本部）

都道府県
(警戒避難基準雨量）

気象台
（気象情報）

国・都道府県
（雨量・河川水位）

都道府県・気象台
(土砂災害警戒情報)

電話・FAX

インターネット等

災害時要援護者
関連施設

電話・FAX

インターネット
防災行政無線等

（雨量・水位情報等）
　○○市防災情報システム

（避難準備情報）

（避難勧告）

（避難指示） 施設名 施設所在地 電話番号 FAX
○○老人
ホーム

○○町大字
○○－○－○

○○○-
○○○

○○○-
○○○
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3.2 急傾斜地の崩壊等のおそれのある場合の避難地に関する事項（主要な避難路） 

避難場所と同様、使用する基図上で視認しやすい書式を適宜選択して避難路を記載するこ

とが望ましい。 

避難場所に至るまでの避難路は、災害図上訓練、現地避難訓練等の実施の他、住民自らが

自宅から避難所までを歩くなどして実際に避難路の安全性、避難に要する時間等を考慮の上

設定することが望ましい。 

土砂災害警戒区域の境界部から避難場所までの主要な道路を避難路として設定した事例

を以下に示す。 
 
 
 【避難路の記載例】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2 主要な避難路の記載例 

 

避難地 

避難路 
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3.3 その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項 

(1)雨量情報 

土砂災害は一般に台風や集中豪雨などによる大雨時に発生するため、住民が雨量情報を

入手する手段を記載することが望ましい。また、住民が雨量情報を認識しやすいように表

3.1 のような説明文を加えることが望ましい。 

 

 

【雨量情報について】 

●主な雨量情報 

・ 国土交通省、都道府県、市町村の雨量観測情報 

・ 気象庁の雨量情報（アメダス情報、レーダー雨量等） 

●インターネットによる提供方法例 

   インターネットでの情報提供の場合、ホームページアドレスを記載するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3.3 防災情報提供センター（国土交通省）  図 3.4 防災情報ステーション（長野県） 
＜出典＞国土交通省防災情報提供センターホームページ                   ＜出典＞長野県ホームページ 

●電話応答装置による提供方法例 

 

 

 

 

 
＜出典＞：広島県ホームページ  

図 3.5 電話応答による雨量情報提供サービス（広島県） 

●雨量情報の説明例 

表 3.1 雨量と人が受けるイメージ 

1時間雨量 人が受けるイメージ 災害発生状況

10～20ミリ ザーザー降る 長く続くときは注意が必要。

20～30ミリ どしゃ降り 側溝や下水、小さな川があふれ、小規模のがけ崩れが始まる。

30～50ミリ
バケツをひっくり返したよ
うに降る

山崩れ、がけ崩れが起きやすくなり、危険地帯では避難の準備が
必要。都市では下水管から雨水があふれる。

50～80ミリ 滝のように降る
都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある。土石流
が起こりやすい。多くの災害が発生する。

80ミリ以上
息苦しくなるような圧迫感
がある。恐怖を感じる。

雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重な警戒が必
要。  

＜出典＞：気象庁ホームページ  
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(2)土砂災害警戒情報、警戒避難基準雨量（降雨指標値） 

都道府県と地方気象台が連携して土砂災害警戒情報を発表する体制が整えられている

場合や、都道府県及び市町村で避難の目安となる雨量等の数値である警戒避難基準雨量が

設定されている場合、必要に応じてそれらの情報を記載することが望ましい。 

 

【土砂災害警戒情報の記載例】 

 
＜出典＞：鹿児島県ホームページ    

図 3.6 土砂災害情報の記載例（鹿児島県） 

 

【警戒避難基準雨量の記載例】 

表 3.2 警戒避難基準雨量一覧 記載例（広島市）） 

 

＜出典＞：広島市ホームページ    
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(3)避難準備情報等 

避難準備情報、避難勧告、避難指示が発令された場合、住民が適切な避難行動を行うため

に、表 3.4 に示すような各情報に対する行動内容を記載することが望ましい。 

 
 

 【避難準備情報等の記載例】 

 
表 3.3 避難準備情報等一覧 

 
＜出典＞：「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（平成 17年 3月）」 

（集中豪雨等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する検討会） 

 
 

 

情報の種類 住 民 に 求 め る 行 動 

避難準備情報 

・災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する者は、計画された避

難場所への避難行動を開始（避難支援者は支援行動を開始） 

・上記以外の者は、家族等との連絡、非常用持出品の用意等、避難準備

を開始 

避 難 勧 告 
・通常の避難行動ができる者は、計画された避難場所等への避難行動を

開始 

避 難 指 示 

・避難勧告等の発令後で避難中の住民は、確実な避難行動を直ちに完了 

・未だ避難していない対象住民は、直ちに避難行動に移るとともに、そ

のいとまがない場合は生命を守る最低限の行動 
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(4)避難時危険箇所 

住民が避難行動をとる際に、浸水想定区域（洪水）や浸水予測区域（津波・高潮）等の危

険が及ぶことが想定される危険箇所について河川部局等より情報収集し、記載することが望

ましい。 

 

 

【避難時危険箇所の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7 避難時危険箇所の記載例（浸水想定区域を    で記載） 
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(5)土砂災害危険区域 

土砂災害危険区域は、土砂災害警戒区域と比較して設定方法等に関して以下に示すような

留意点があることを明記した上で記載することが望ましい。 

 

 

 【留意点】 

・土砂災害危険区域は 1/25,000 地形図より抽出しているため、1/2,500 数値地図を用い

て設定した土砂災害警戒区域とは範囲が異なる場合がある。 

 

 

 

 

図 3.8 土砂災害危険区域の記載例 
※上図は 1:10,000 縮尺の図面を縮小して表示している。 
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(6)土砂災害の特徴 

土砂災害の種類（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り）ごとにその特徴をイラスト等を交え

て記載することが望ましい。 

 

 

 【土砂災害の特徴の記載例】 

 

土砂災害
の種類 イメージ図 説 明 

がけ崩れ 

(急傾斜

地の崩

壊) 

 
地中にしみ込んだ水分が土の
抵抗力を弱め、雨や地震などの
影響によって急激に斜面が崩
れ落ちることをいいます。 が
け崩れは、突然起きるため、人
家の近くで起きると逃げ遅れ
る人も多く死者の割合も高く
なっています。 

土石流 

 
山腹、川底の石や土砂が長雨や
集中豪雨などによって一気に
下流へと押し流されるものを
いいます。 その流れの速さは
規模によって異なりますが、時
速 20～40km という速度で一瞬
のうちに人家や畑などを壊滅
させてしまいます。 

地滑り 

 
斜面の一部あるいは全部が地
下水の影響と重力によってゆ
っくりと斜面下方に移動する
現象のことをいいます。 一般
的に移動土塊量が大きいため、
甚大な被害を及ぼします。ま
た、一旦動き出すとこれを完全
に停止させることは非常に困
難です。 

＜出典＞：国土交通省河川局砂防部ホームページ  

図 3.9 土砂災害の特徴に関する説明例 

橋がつぶれる 

工場が壊れる 

道路が切られて通れない 

堰き止め土砂が決壊すると、下流に洪水が押しよせる 

上流に水が溜まる－家屋が水没する 

電線が切られて電気が止まる 

亀裂・段差ができる 
樹木が倒れる 

田・畑・果樹園がだめにな
る 

学校や病院が壊れる 

家が壊れる 

地すべりが川を堰止める（天然ダム）
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(7)土砂災害の前兆現象 

住民等からの土砂災害の前兆現象の情報を入手するために、自然現象の種類ごとの前兆現

象の説明文を記載する。 

  

表 3.4 土砂災害の前兆現象の一覧 
 

 
＜出典＞：「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（平成 17 年 3月）」に一部加筆 

（集中豪雨等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する検討会） 
 

土砂災
害の種
類 

前兆現象 説明 

近くで山崩れ、土石流が発生している 
周辺の斜面や渓流は地形・地質や降水量がほぼ同じである場合がほとんどであり、近隣で崩
壊や土石流が発生している場合は、隣接する渓流でも土石流の発生する可能性が高い。 

立木の裂ける音や巨レキの流れる音が聞こ
える 

渓流の上流部で土石流が発生したために、巨レキがぶつかる音や立木の折れる音などが下流
まで聞こえる現象。 

渓流の流水が急激に濁りだしたり、流木な
どが混ざっている 

渓流の上流部で土石流が発生し、土砂や倒木が渓流に流入、その後、流下してきたときに認
められる現象。土石流発生につながる可能性が高い。 

降雨が続いているにもかかわらず、水位が
急激に減少し始める 

渓流の上流で崩壊が発生し、河道を埋塞して天然ダムが形成され、渓流の水が貯留されたた
めに認められる現象。天然ダム決壊により土石流が発生する可能性が高い。 

異様な山鳴りがする 
渓流沿いの斜面内部の地下水の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、
斜面全体が岩塊として変異（移動）して山鳴りが生じる現象。崩壊が起こり土石流発生につ
ながる可能性が高い。 

異様なにおい（土臭い、ものの焼けるにお
い、酸っぱいにおい、木のにおい等）がす
る 

渓流の上流で崩壊等がすでに発生し、巨レキ同士がぶつかり合うときのにおいや崩壊土砂に
よる土のにおい、崩壊に伴って発生した流木のにおいなどが考えられる。 

渓流付近の斜面が崩れだしたり、落石など
が発生している 

渓流沿いの斜面が崩れやすくなっている。大規模な崩壊が発生した場合、土石流発生の引き
金となる。 

土 

石 

流 

渓流の水位が降雨量の減少にもかかわらず
低下しない 

渓流に新たな、または過度の地下水の供給が生じているときに認められる現象。土石流発生
の引き金となる。 

斜面に亀裂ができる 
斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、斜面の
弱い部分に沿って変異（亀裂）が生じる現象。崩壊に至る可能性が高い。 

小石が斜面からぱらぱらと落ち出す 
斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、斜面の
表層部の比較的弱い箇所から落石が生じる現象。崩壊に至る可能性が高い。 

斜面から異常な音、山鳴り、地鳴りが聞こ
える 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、斜面全
体が岩塊として変異（移動）するとともに異常な音が発生する現象。崩壊に至る可能性が高
い。 

斜面にはらみがみられる 
斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、斜面に
変異が生じる現象。崩壊に至る可能性が高い。 

普段澄んでいる湧き水が濁ってきた、水の
吹き出しが見られる 

地盤内部に新たな水道の形成または地下水量の増加による侵食量の増大のために認められる
現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定化する。 

（
急
傾
斜
地
の
崩
壊
） 

が 

け 

崩 

れ 

湧き水の急激な増加、あるいは減少・枯渇
が認められる 

同上 

地鳴り 地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、地鳴りが発生する現象。 

家鳴り 
地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、地盤の変形や移動ブロックの境界付近で変
位が生じ、建物等の家鳴りが発生する現象。 

根の切れる音 
地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、すべり面沿いやブロック境界付近の根が切
断され、その音が聞こえる現象。 

地面の振動 地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、地面の振動が発生する現象。 
木の枝先の擦れ合う音（風のないとき） 地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、ブロック上の木々が擦れる現象。 
亀裂や段差の発生・拡大 地すべりブロック（土塊）の移動により、その周辺部で亀裂や段差が発生・拡大する現象。 
地表面の凹凸の発生 地すべりブロック（土塊）の移動により、その周辺部で凹凸が発生する現象。 

擁壁のクラックや押し出し 
地すべりブロック（土塊）の移動により、その末端部で擁壁の押し出しやクラックが発生す
る現象。 

舗装道路やトンネルのクラック 
地すべりブロック（土塊）の移動により、移動ブロックの境界付近を通過している道路やト
ンネルにクラックが発生する現象。 

電線の弛みや引っ張り 
地すべりブロック（土塊）の移動により、移動ブロックと外部との間に変位が生じ、その地
域に設置されている電柱間で電線の弛みや引っ張りが認められる現象。 

建物等の変形（戸の締まりが悪くなる。壁
に隙間ができる） 

地すべりブロック（土塊）の移動により、地盤の変形や移動ブロックの境界付近で変位が生
じ、建物等の変形が発生する現象。 

橋等に異常を生じる 
地すべりブロック（土塊）の移動により、移動ブロックの境界にある橋梁に変位を生じる現
象。 

落石や小崩壊の発生 地すべり末端付近の斜面で、地すべりの急激な変動のため落石や小崩落が発生する現象。 

地下水の急激な変化（枯渇や急増） 
地盤内部に新たな水道の形成または地下水量の増加による侵食量の増大のために認められる
現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定化する。 

地下水の濁り 同上 
湧水の流量の変化（枯渇や急増） 同上 
湧水の濁りの発生 同上 

地 

す 

べ 

り 

新しい湧水の発生 
地すべりブロック内部の地下水位が急激に増加したため認められる現象。地すべり内部の水
圧が上昇し、地すべりブロックを滑らす力（滑動力）が増大する。 
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 【前兆現象の記載例】 

 

土砂災害の種類 前 兆 現 象 

がけ崩れ 

（急傾斜地の 

崩壊） 

 

 

 

 
○がけに割れ目が見える。 
○がけから水がわき出ている。 
○がけから小石がばらばらと落ちてくる。 

土石流 

 

 

 

 
○急に川の流れが濁り流木が混ざっている。 
○山鳴りがする。 
○雨が降り続いているのに川の水位が下がる。 

地すべり 

 

 

 

 
○沢や井戸の水が濁る。 
○地面にひび割れができる。 
○斜面から水がふき出す。 

 

図 3.10 前兆現象イメージ図(1) 

 
＜出典＞：「ＳＡＢＯＮＥＷＳ」 

（特定非営利活動法人砂防広報センター発行）」 

図 3.11 前兆現象イメージ図(2) 
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表 3.5 土砂災害の前兆現象チェックリスト 

 前兆現象 

 近くで山崩れ、土石流が発生している。 

 立木の裂ける音や巨礫の流れる音が聞こえる。 

 渓流の流水が急激に濁りだしたり、流木などが混ざっている。 

 降雨が続いているにもかかわらず、水位が急激に減少し始める。 

 異様な山鳴り、地鳴りがする。 

 異様なにおい（土臭い、ものの焼けるにおい、酸っぱいにおい、木

のにおい等）がする。 

 渓流付近の斜面が崩れだしたり、落石などが発生している。 

 渓流の水位が降雨量の減少にもかかわらず、低下しない。 

 斜面に亀裂ができる。 

 小石が斜面からばらばらと落ち出す。 

 斜面にはらみがみられる。 

 湧き水の急激な増加、あるいは減少・枯渇が認められる。 

 

 

(8)避難が困難な場合の対処方法 

避難が困難な場合の心得の文案としては、以下のようなものがある。 

 

 【避難が困難な場合の対処方法の記載例】 

 避難所への避難が困難な場合には、生命を守る最低限の行動として、周囲の建

物より比較的高い建物（鉄筋コンクリート等の堅固な構造物）の２階以上（斜

面と反対側の部屋）に避難することを心がけること。 
 

＜出典＞：「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（平成 17年 3月）」 
（集中豪雨等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する検討会） 

 

(9)土砂災害履歴 

過去に災害があった場合は、住民の意識啓発を目的として発生場所及びその状況等につい

て記載することが望ましい。 

 

(10)避難時の心得 

避難時の心得の文案としては、以下のようなものがある。 

 

 【避難時の心得の記載例】 

・避難所へ避難する際は、他の土砂災害危険区域内の通過は避けること。 

・土石流に関しては渓流に直角方向にできるだけ渓流から離れること。 

・渓流を渡って対岸に避難することは避けることなどに留意すること。 
 

＜出典＞：「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（平成 17年 3月）」 
（集中豪雨等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する検討会） 
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(11)避難時の携行物 

避難時の携行物の記載例としては、以下のようなものがある。 

 

 【避難時の携行物の記載例】 

 
＜出典＞：広島県ホームページ 

図 3.12 避難時の携行物の記載例 

 

表 3.6 避難時携行物の例 

非常食品（３日分程度、 カンパン、缶詰、レトルト食品、インスタント食品など）
非常食料

飲料水（1 人 1 日３リットルが目安） など 

避難用具 懐中電灯、ラジオ、電池（予備）、ロープ、ヘルメット 

傷薬、消毒薬、胃腸薬 など 
救急用品

包帯、ガーゼ、脱脂綿、三角巾、ばんそうこう、とげ抜き、ピンセット など 

衣類  下着、くつ下、防寒具、レインコート 
衣類など

軍手などの手袋、ハンカチ、タオル、毛布 

生活用品 ティッシュペーパー、ビニール袋、マッチ、ライター、万能ナイフ 

貴重品 現金（十円玉も）、印鑑、預金通帳、証書類、各種カード など 
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(12)広域的な警戒避難計画 

土砂災害警戒区域等が広範囲に及ぶ等、市町村界（都府県界）を越えて住民の避難を必要

とする場合は、 

・市町村（都府県）を越えた避難を踏まえた避難体制の構築 

・市町村（都府県）間での避難情報の共有 

等が必要となる。これらの事項について市町村間・都府県間を含めた事前調整を行った上で

土砂災害ハザードマップを作成するものとする。 

 

 【広域的な警戒避難計画の記載例】；富士見市洪水ハザードマップ 

 
＜出典＞：「洪水ハザードマップ作成の手引き（平成 17年 6月」 

（国土交通省 河川局 治水課） 

図 3.13 広域的避難を考慮したハザードマップ作成例 

 

広域ハザードマップの事例 
近隣市町村への避難を想定したハザードマップ 
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(13)その他の記載 

①地域を特定できる地物の名称 

ハザードマップを住民により分かりやすくするため、道路・河川・公共施設など、地域

を特定できる地物の名称を記載することが望ましい。 

 

【地域を特定できる地物の名称の記載例】 

 
図 3.14 地域を特定できる地物の名称の記載例 

 

 

②案内用図記号の記載 

図面上で容易に判断できるよう、JIS（Z8210）で定められている案内用図記号を適宜使用す

ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

病院          広域避難場所         警察 

 

図 3.15 案内用図記号例 
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③地域防災学習マップの活用 

地域防災学習マップなどが既に作成されている場合は、その内容を反映させるものとす

る。 

【群馬県榛名町の事例】 

地域住民と共同で避難経路などを定めた防災マップの作成や災害を契機とした「防災祈願

祭」を毎年実施している。 

避難計画図：土砂災害危険箇所、危険区域、避難場所、避難路、住民の証言から得られた前兆

現象、過去の災害実態、タンクモデル計算シートの記載 

避難計画表：避難段階に応じた行動シナリオ、情報収集の流れと伝達先、前兆現象チェックシ

ートの記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.16 地域防災学習マップ事例 

避難計画図 

避難計画表 
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連絡先 
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共通項目を記載した例 

避難地に関する事項 

土砂災害に関する
情報の伝達方法 

土砂災害に関する
情報の伝達方法 
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土砂災害に
関する情報
の伝達方法 

前兆現象 

警戒避難 
基準雨量 

避難時の
心得 

避難準備 
情報等 

雨量情報 
の説明 

共通項目と地域項目を記載した例 

土砂災害に
関する情報
の伝達方法 
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用語集 

用 語 解 説 

A-Z 

ＤＭ（ディジタルマッピング） 

地形、植物等にかかわる地図情報をディジタル形式で測定し、電子計

算機技術により、体系的に整理された数値地形図を構築する作業のこ

とをいう。（国土交通省公共測量作業規定第 283 条） 

ディジタルマッピングによって作成された数値地形図のデータファイル

を DM データファイルという。 

あ行 

オルソフォト 

写真画像を数値的に処理して、あたかもカメラが鉛直下向きで無限遠か

ら撮影したかのように、空中写真特有のカメラの傾きと中心投影、土地

の比高等による画像の歪みを補正した画像データのこと。 

か行 

基礎調査 

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定その他土砂災害防

止法に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に必要な事項に

関する調査。 

急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関しては、地形、地質、降

水、土地利用状況等の調査で、土砂災害防止法第 4 条 1 項によりその

実施が規定されている。 

急傾斜地の崩壊（がけ崩れ） 

地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め、雨や地震などの影響によ

って急激に斜面が崩れ落ちることをいう。 がけ崩れは、突然起きるた

め、人家の近くで起きると逃げ遅れる人も多く死者の割合も高くなってい

る。  

急傾斜地崩壊危険箇所 

傾斜度 30 度以上、高さ 5 メートル以上の急傾斜地で、人家（人家がない

場合でも官公署、学校、病院等の公共的な施設等のある場所を含む。）

に被害を及ぼすおそれのある箇所 

警戒避難基準雨量（降雨指標値） 

土砂災害の警戒又は避難の目安となる雨量を言う。 

過去の降雨量と土砂災害の発生事例との関係から設定し、土石流・が

け崩れ発生を降雨状況から予測するための手法のひとつである。 

降雨指標値は土石流・がけ崩れ発生を予測するために使用する降雨状

況（総雨量，降雨強度，実効雨量等）のことをいう。なお、警戒避難基準

雨量の設定手法ごとに降雨指標値は異なる。 

さ行 

災害時要援護者関連施設 

土砂災害発生時に自力で避難することが困難な、高齢者、障害者等の

災害時要援護者が使用する施設等のこと。 

災害時要援護者施設対策（＝災害時要援護者施設に対する総合的な

土砂災害対策）の対象となる災害時要援護者施設としては、児童福祉

法に基づく児童福祉施設など、各法律に基づく、老人福祉施設、身体

障害者更正援護施設、精神薄弱者援護施設、医療提供施設、幼稚園、

医療保護施設、盲学校、養護学校などが該当する。 
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用 語 解 説 

「災害時要援護者の避難支援ガイド

ライン」 

平成 16 年 7 月の梅雨前線豪雨、一連の台風等における高齢者等の被災

状況等を踏まえた災害時要援護者の避難支援に関する以下の３つの課題

について取組指針を示した資料。 

課題 1：情報伝達体制の整備 

課題 2：災害時要援護者情報の共有 

課題 3：災害時要援護者の避難支援計画の具体化 

また、上記の各課題について市町村等の積極的な取組事例も紹介してい

る。 

地すべり 

斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下

方に移動する現象のことをいう。 一般的に移動土塊量が大きいため、甚大

な被害を及ぼす。また、一旦動き出すとこれを完全に停止させることは非常

に困難である。 

地すべり危険箇所 

地すべりの発生するおそれのある箇所で、人家（人家がない場合でも官公

署、学校、病院等の公共的な施設等のある場所を含む。）に被害を及ぼす

おそれのある箇所 

浸水想定区域 

洪水防御に関する計画の基本となる降雨により当該河川がはん濫した場

合に浸水が想定され、水防法の規定により国又は都道府県が指定し市町

村に通知した区域。 

数値地図 

既成地図のアナログ情報及び新たに付加する各種情報（地形、土地利用、

各種施設）を数値化して、記憶媒体（CD-ROM、磁気テープ、フロッピーデ

ィスク等）に記録したものをいう。また、その記録媒体よりコンピュータ並びに

周辺装置を用いて、地図図形に再生（出力）したものも数値地図と呼ぶ。 

た行 

特定開発行為 

土砂災害防止法第８条に規定する土砂災害特別警戒区域内で行われる、

分譲住宅や、いわゆる災害時要援護者が利用する社会福祉施設等の建

築による、開発行為（土地の区画、形質の変更）。 

土砂災害 

降雨、地震及び火山噴火等による土砂の移動が原因となり、人が死傷した

り、生活活動を支える個人財産および公共財産が損害を被り、人間活動及

び生活環境に支障をきたす現象をいう。 

豪雨による斜面崩壊、土石流、がけ崩れ、地すべりによる災害が代表例で

あるが、地震によるがけ崩れ、斜面崩壊や火山噴火による火砕流、泥流、

降下火砕物等が大規模で悲惨な被害をもたらした例も多い。 

土砂災害危険箇所 

土石流危険渓流、地すべり危険箇所および急傾斜地崩壊危険箇所の総

称である。 

土砂災害危険箇所は、全国で頻発する土砂災害に対し、計画的に対策を

実施するために、全国に存在する土砂災害の発生の恐れのある危険な箇

所を抽出・整理し、その実態を把握するため、一定の調査要領に基づき、

各都道府県において調査が実施され、公表されている。 
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用 語 解 説 

土砂災害危険箇所図 土砂災害危険箇所を平面図等に表示したものをいう。 

土砂災害危険区域 

土石流危険区域、地すべり危険箇所における区域および急傾斜地崩壊

危険箇所における区域の総称であり、土砂災害が発生した場合、被害を

受ける可能性のある区域のこと。 

土砂災害危険区域図 土砂災害危険区域を平面図等に表示したものをいう。 

土砂災害警戒区域 

土砂災害防止法第 6 条に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、

住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあると認められる土地の区

域で、当該地区における土砂災害を防止するために警戒避難体制を整

備すべき区域。 

区域指定は都道府県知事によってなされるが、警戒避難体制の整備は市

町村が実施する。 

土砂災害警戒区域区域図 
縮尺 2500 分の 1 以上とし、土砂災害警戒区域及び土砂災害警戒区域に

おける土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を表示したもの。 

土砂災害警戒情報 

市町村や住民等に必要な防災情報を効果的に提供し、迅速かつ適切な

防災対応を支援していくために、災害対策基本法に基づき大雨警報に伴

って都道府県が市町村等へ通知する「予想される土砂災害等の事態とこ

れに対してとるべき措置」と、気象庁が行う大雨警報が発表されている際

の土砂災害のおそれについての解説とを 1 つに統合した情報として、都

道府県と気象庁が共同して作成・発表する情報のこと。 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害防止法第 8 条に基づき、土砂災害警戒区域のうちで、著しい危

害が生ずるおそれがあると認められる区域。 

この区域内では、一定の開発行為の制限や、居室を有する建築物の構造

の規制が為される。区域指定は都道府県知事による。 

土砂災害特別警戒区域区域図 

縮尺 2500 分の 1 以上とし、当該土砂災害特別警戒区域及び当該土砂災

害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及

び令第四条に規定する衝撃に関する事項を表示したもの。 

土砂災害の前兆現象 
土石流や崩壊などの土砂移動現象発生前に、山腹斜面や渓流で見られ

る兆候。（具体的な兆候については参考資料－3.3(7)を参照） 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害防止法第 8 条に基づき、土砂災害警戒区域のうちで、著しい危

害が生ずるおそれがあると認められる区域。 

この区域内では、一定の開発行為の制限や、居室を有する建築物の構造

の規制が為される。区域指定は都道府県知事による。 

土砂災害特別警戒区域区域図 

縮尺 2500 分の 1 以上とし、当該土砂災害特別警戒区域及び当該土砂災

害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及

び令第四条に規定する衝撃に関する事項を表示したもの。 

土砂災害の前兆現象 
土石流や崩壊などの土砂移動現象発生前に、山腹斜面や渓流で見られ

る兆候。（具体的な兆候については参考資料－3.3(7)を参照） 
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用 語 解 説 

土砂災害防止法 

土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生す

るおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体

制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の

区域において一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に

関する所要の措置を定めること等により、土砂災害の防止のための対策

の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とした法律。 

平成 12 年公布（正式名称：土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律） 

土石流 

山腹、川底の石や土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押

し流されるものをいう。 その流れの速さは規模によって異なるが、時速 20

～40km という速度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまう場合が

ある。 

土石流危険区域 

地形条件等によって土石流の堆積や氾濫が予想される区域である。土石

流危険区域の範囲は、地形、過去の土石流堆積物の分布範囲、過去の

土石流の氾濫実績等を基に、想定される最大規模の土石流が氾濫すると

予想される範囲とする。 

土石流危険渓流 

土石流の発生する恐れのある渓流で、人家（人家がない場合でも官公

署、学校、病院等の公共的な施設等のある場所を含む。）に被害を及ぼ

すおそれがある渓流 

は行 

ハザードマップ 

何らかの現象に起因して危険が予想される区域を示した地図。たとえば、

豪雨に伴う土砂移動現象や火山活動に伴う噴出物等によって危険にさら

されている範囲を地図上に描いたもの。 

「避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル作成ガイドライン」 

市町村が、避難勧告等の発令・伝達に関し、災害緊急時にどのような状

況において、どのような対象区域の住民に対して避難勧告等を発令すべ

きか等の判断基準（具体的な考え方）について取りまとめたマニュアル（＝

避難勧告等の判断・伝達マニュアル）を作成するための手引きとなる指

針。 

避難時危険箇所 住民が避難行動を取る際に危険が及ぶことが想定される箇所 
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用 語 解 説 

避難準備情報 

避難勧告等の一種であり、災害時要援護者等、特に避難行動に時間を

要する者が避難行動を開始しなければならない段階で、人的被害の発生

する可能性が高まった場合に発令される情報で、通常は避難勧告や避難

指示より早めに発令される。 

住民に求められる行動は以下の通りである。 

①災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する者は、計画された避

難場所への避難行動を開始する。（避難支援者は支援行動を開始す

る。） 

②①以外の者は、家族等との連絡、非常持出品の用意等、避難準備を開

始する。 

避難地 
公園、緑地、広場その他公共空地で、災害時における避難上必要な機能

を有すると認められるもので、避難場所ともいう。 

避難場所 

地方公共団体が、地域の人口，誘致圏域，地形，災害に対する安全性等

に配慮し，管理者の同意を得て避難場所として指定した公共的施設等

（都市公園，公民館，学校等）。 

地方公共団体は、あらかじめ必要な数，規模の避難場所を指定し、住民

への周知徹底に努める。また、避難場所として指定された施設について

は，必要に応じ，換気，照明等避難生活の環境を良好に保つための設備

の整備に努める。 

避難路 避難場所、避難地又はこれに準ずる安全な場所へ通ずる道路のこと。 
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○土砂災害防止法第７条、土砂災害防止法施行規則第５条 

 

 

法  律 施 行 規 則 

（警戒避難体制の整備等）  

第七条  市町村防災会議（市町村防災会議を設

置しない市町村にあっては、当該市町村の長。

以下同じ。）は、警戒区域の指定があったとき

は、市町村地域防災計画（災害対策基本法 （昭

和三十六年法律第二百二十三号）による市町

村地域防災計画をいう。）において、当該警戒

区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及

び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、

救助その他当該警戒区域における土砂災害を

防止するために必要な警戒避難体制に関する

事項について定めるものとする。  

２  市町村防災会議は、警戒区域内に主として

高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上

の配慮を要する者が利用する施設がある場合

には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が

行われるよう前項の土砂災害に関する情報、

予報及び警報の伝達方法を定めるものとす

る。  

３  警戒区域をその区域に含む市町村の長は、

第一項に規定する市町村地域防災計画に基づ

き、国土交通省令で定めるところにより、土

砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の

崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する

事項その他警戒区域における円滑な警戒避難

を確保する上で必要な事項を住民に周知させ

るため、これらの事項を記載した印刷物の配

布その他の必要な措置を講じなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土砂災害に関する情報の伝達方法等を住民に

周知させるための必要な措置） 

第五条  法第七条第三項 の住民に周知させる

ための必要な措置は、次に掲げるものとする。 

一  土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域並びにこれらの区域における土砂災害の

発生原因となる自然現象の種類を表示した図

面に法第七条第三項 に規定する事項を記載

したもの（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録を含む。）を、印刷物の配布

その他の適切な方法により、各世帯に提供す

ること。  

二  前号の図面に表示した事項及び記載した

事項に係る情報を、インターネットの利用そ

の他の適切な方法により、住民がその提供を

受けることができる状態に置くこと。 


